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１．  委員席の指定について  

　　　　  ２．  議員定数問題等に関する課題について  

 弘田委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただいまから、議員定数問題等調査特別委員会を開きます。 

御報告いたします。竹内委員から、所用のため本日の委員会を欠席し

たい旨の連絡があっております。 

本日は議員定数問題等に関する検討課題について御協議願うためお集

まりいただきました。 

協議事項に入る前に、委員会条例第５条第１項ただし書の規定によ

り、議長の指名により、依光美代子議員及び坂本茂雄議員が新たな議員

定数問題等調査特別委員として選任されました。依光委員及び坂本委員

には、委員席が指定されるまでの間、仮席にお座りいただいておりま

す。 

また、明神委員につきましては、昨日、辞任願が提出され、議長にお

いて同日付で許可されております。 

それでは、お手元の協議事項の順に進めてまいりたいので御協力願い

ます。 

 弘田委員長 

 

 

 

 

 

 

弘田委員長 

　初めに委員席の指定を行います。 

ただいま御着席されております席を順にお詰めいただき、そのお詰め

いただいた席を委員席に指定いたしたいと存じますが、御異議ありませ

んか。 

 

　　　（異議なし） 

 

それではさよう決します。 

 弘田委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西内委員 

 

 

　それでは、協議事項の２、議員定数問題等に関する課題についてであ

ります。お手元の参考資料、議員定数問題等に関する検討課題に沿っ

て、順次協議を進めてまいりたいと存じます。 

１、議員定数については、前回の委員会で、議員定数以外の検討課題

の議論が出そろってから結論を出すことといたしておりますので、ま

ず、２、選挙区、３、選挙区別議員定数について協議してまいりたいと

存じます。 

まず、２、選挙区についてであります。選挙区のうち、強制合区につ

いては、特例を適用し現状を維持する方向性で国勢調査の速報値を見て

最終決定する、衆院選小選挙区については、適用しないとの結論が出て

おりますので、それ以外の項目について御協議願いたいと存じます。選

挙区に関しましては、共産党から具体的な案として、１人区を解消する

よう選挙区を見直して合区をするべきとの御意見がございましたが、こ

のことについて各会派の御意見をお伺いします。 

まず自民党から。 

 

　県の区割については、中山間地域が多いという事情を踏まえ、原則と

して現状維持と、従来どおりの方針で我々は考えております。本県の地

理的条件や生活圏が非常に多様であること、単純に人口のみで機械的に
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弘田委員長 

 

坂本委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弘田委員長 

 

西森(雅)副委

員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弘田委員長 

 

 

依光委員 

 

 

 

 

 

弘田委員長 

 

 

岡田(芳)委員 

 

区割りを見直すことは適切ではないと考えます。我々としては従前どお

りでございます。 

 

それでは次、県民の会。 

 

　共産党だけでなくて、うちの会派でも会派の意見を出させてもらい、

案を出させてもらってますので、それが基本にはなりますけれども、そ

ういった意味では、１人区解消の問題、あるいは逆転現象の解消の問題

とかいうこと含めて、合区、任意合区の見直しとか、そういったことは

していくべきだろうと。先ほど、強制合区については、特例適用の方向

性を国勢調査の結果を見てということで確認されていると報告がありま

したけれども、本来県民の会としては特例適用も見送るべきだというふ

うに考えております。 

以上です。 

 

それでは公明党。 

 

　まず、今までも発言をさせていただいたところでありますけども、１

人区をどうするかということに関しては、歴史的な背景もあり、慎重な

議論というのが必要であるというふうに考えます。あと、公職選挙法に

基づいた形、法律の範囲内で認められているということに関しては、認

められている中での判断ということで、今まで歴史的な様々な背景の中

でこういう形になってきたということで、今の状況という形でいいので

はないかと思います。 

ただ、これが0.5を切る地域が出てきたときには、それはもう法律に基

づいて当然一緒にしないといけない状況にはなってくると思います。特

例に関しては、当分の間なわけですけど、ここの当分の間という期間が

どれくらいなのか、そのあたりはやはりある一定方向性を今回のこの特

別委員会の中でも示しておくというのは大事な部分なのではないかと考

えます。 

 

ありがとうございました。 

　一燈立志の会。 

 

武石委員が言ってきたように、0.5割るからということで見直すこと

も必要かも分からないけれど、やっぱりこの中山間、小さな自治体の声

を届ける意味でも、やはり特例として今回は残していく。次の機会に

は、ほかのところの見直しが少し必要かなという部分もあるでしょうけ

れど、今の現状の制度でいくという意見です。 

 

ありがとうございました。 

御意見出そろいましたけど、共産党から改めて。 

 

関連しまして。今、西森副委員長も言われたように、特例適用の期間

が当分の間ということがありますので、その当分の間とはどういう期間
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弘田委員長 

 

 

 

なのかという議論、それは必要だと思う。これをいつまでも続ける、特

例を続けるというのも不適切ではないかというふうに思ってまして、ど

こかでは移行するというか、特例外すということが必要になってくると

思うので、ここをどうしていくのかという議論が必要だと思います。 

私どもとしては、定数１についてもいろんな多様な意見をくみ上げる

となると、やっぱり定数１の選挙区はできるだけ少なくしていくと、複

数定数にしていくということで提案をさせていただいているということ

です。 

 

　ここまで選挙区についての御協議いただいたんですが。 

 

今、公明党も言われたし、共産党も言われてます。うちも言ってきた

んですけども、やっぱり強制合区を特例適用でいつまでも回避していく

というやり方については、やっぱりこれはちょっと一定の方向性を出し

ておく必要があるんじゃないかなと。例えば、今回それに一定の方向性

に基づいて見直しするかどうかは別にしても、次回は同じようなことを

繰り返さないようなことをきちんと今回、方向性を見いだしておいたほ

うが、そこの部分についてはいいんじゃないかなと思います。先ほどの

意見を補足してということで。 

 

ありがとうございました。 

大体意見が出そろったと思います。特例の期間について、今回どうす

るかは別にしておいて、次回、そこまでには今回、方向性を示して、次

にはきちんとすることをしておいたほうがいいんじゃないかというふう

なことですね。なかなか難しい問題があるんですけど、その特例の期間

がどこまでというのは、資料として、飯田課長、ほかの県の少し資料で

あったような記憶があるんだけど、それはなかったですかね。何か特に

決まったものはなかったような気がするんですけど。 

 

結局それをどこかで決めていかないと、0.5以下になった場合、強制

合区になってしまうところが出てくる可能性があって。前回は、今から

人口が減るのは失礼じゃないかと、人口減少対策で頑張っているのに失

礼じゃないかという御意見もあったんだけども、やっぱり全体としては

どういう結果が出てくるか分かりません、国勢調査の結果が。分かりま

せんけども、仮にそうなった場合にはまた矛盾が出てきかねないという

こともあって、いずれしても特例というのをいつまでも引っ張っていく

というのはいかがなものかなあと思っています。 

 

それは今日の議題とは分かれてますんで、委員会の今後の課題という

ことでいいんじゃないでしょうかね。 

 

そうですね。多分、自民党の意見とそれぞれニュアンスが少しずつ違

ってますんで、今回、最終的な結論を出すというのはちょっとなかなか

難しいんじゃないかというふうに思います。 

今回出てきた御意見でいうと、自民党、それから公明党、一燈立志の
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岡田(芳)委員 

 

 

塚地委員 

 

 

 

飯田議事課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡田(芳)委員 

 

 

飯田議事課長 

 

 

 

 

西森(雅)副委

会、この会派は現選挙区の構成を維持されたらどうかというふうなこと

で、共産党、それから県民の会、これは見直すべきだというふうなこと

だったんですけど、この選挙区については、多数決ではないんですけ

ど、現選挙区を維持する方向性で、共産党と県民の会は１人区を解消す

るよう、それから選挙区を見直して合区すべきとの御意見、それから強

制合区の件ですね。こういった意見があったということを委員長報告の

中に織り込んでいくということになろうかと思ってます。 

ただ、最終的な結論を出すのは、国勢調査の速報値、この結果を見な

いといけませんので、今日はこの結論の方向性を確認したということに

して、先ほど私が言った、選挙区は現状維持であるが、共産党と県民の

会の１人区を解消する、そういった意見を付すという、その方向性を確

認するということで、速報値が公表された後に最終決定を行うというと

ころで今日はいかがでしょうか。 

 

繰り返しになりますけど、特例、当分の間というところですよね。そ

こをどう集約するかという。どう誘導してくるか。 

 

質問構いませんか。中芸の0.5が切って強制合区で特例が適用される

と。今後、0.5を切る選挙区が出てきた場合に新たに特例が適用できる

のかというのはどうなんですか。 

 

中芸につきましては、昭和41年から選挙区の形を変えておりませんの

で、現在、特例を適用することができますけれども、土佐郡長岡郡、そ

れから黒潮町、0.5に近いところですけれども、そこにつきましては選

挙区の形を変えてきておりますので、0.5を切ると直ちに強制合区の対

象となるということになっております。 

あと、先ほど質問がありました前回の資料を今お手元に表示をさせて

いただいております。一番上が令和５年の最新の地方選挙のときの特例

選挙区の設置状況ということで、北海道、それから東京、神奈川、兵

庫、徳島と適用されておりまして、兵庫県につきましてはもう今現在、

右端に記載しておりますが、３回目の適用となっておりますので、次回

見直しのときには検討するということを申し送りとしてされておりま

す。徳島県につきましては今現在４回目の適用ということで、まだ次回

についてどうされるかというところは結論とか協議はされていないで

す。 

 

強制合区になったその後ですよね。適用した後、強制合区になった自

治体は生まれてはないですか。 

 

過去の令和５年の統一選挙以前に１回は特例適用したけれども見直し

てきたところはあるとは思いますが、そこは統計的な数字、調査してお

るものはございませんので、今ちょっと明確に答えられるような数字は

ございません。 

 

　そこを１回調べてもらったら。そういうところはどれぐらいあったの
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かとか。 

 

ただ、今後、人口を増やそうと頑張っておられるので、0.5を切ると

いうことを前提にお話しすることは大変難しいことだとは思うんですけ

ど、そこは強制合区になった場合、新たに0.5を切ったところは強制合

区にならざるを得ないという選択肢の選挙区が出てくると。一方で、中

芸の選挙区は延々特例を続けるというのでは、やっぱりそこはバランス

としても課題は出てくると思うので、いつまでも特例を続けていいのか

ということは、ここで一定の結論、私は持っておいたほうがいいんじゃ

ないかとは思うんですね。 

 

私、委員長で取りまとめ役だから、意見は言いにくいんですけど。こ

の前、中芸の首長の御意見を委員会で聞きに行って、全ての首長、５名

全員が現状でお願いしたいというふうなことを言われてました。ですか

ら、地元の首長が一番、地域のことをよく分かってらっしゃるし、地域

のことを一番考えてる人たちだと思うんです。ですから、その首長たち

の意見も尊重すべきであるし、なかなか人口だけでこう、何も考えずに

割り振っていくというのは難しい部分があるんじゃないかなと私は思う

んですけどね。これは自民党の意見で。 

 

あのとき、例えば、室戸か安芸どっちかとくっついたときに、定数が

２になるということが明確に伝わってたかどうかというのがちょっと疑

問も。 

 

それは、伝えてます。 

それからもう一つは、中芸としては、要は人口が少ないから、もし室

戸とくっついた場合、例えば２になったとしても、中芸が１、室戸が１

となるのかどうかというのはちょっと不明で。武石委員が、結局、室戸

が２になってしまうというふうなことで、その地域の代表として地域の

意見を吸い上げるにはちょっと不都合が生じるんじゃないでしょうかと

いう意見を言われてましたね。それから私もそうと思うんです。 

ですから、高知県全体で考えると、極端なこと言えば、西に１、東に

１、あと全部高知市、そういう状況になってきてしまうんで、なかなか

いろいろ難しい問題があるんじゃないかなと思いますけどね。 

 

委員長がいろいろ申してくださいましたけど、やっぱり中芸５か町村

でヒアリングしたことの結果の重みというのは、我々はしっかりと受け

止めなければならないというふうに思います。また、我々としては基本

的には、今のいろんな中山間の課題とか地域の実情というものを広く聞

けるような体制というものを維持したいという観点に立てば、簡単にあ

っちとくっつけたりこっちとくっつけたりして、今の流れでいったら面

積が、どんどんカバーするエリアが広くなってしまうので、それは極力

避けるような形でやっていきたいし、やむを得ない場合はもうその中で

都市部の、例えば枠組みを変えたりとか、極力、今の面積を広げたりし

て地域の声が聞けなくなるような状況というのは回避したいという、で
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きる限りの現状維持というのが我々の思いであります。 

 

この0.5を切るところに関しては、これ実際はもう厳然と合区になっ

てしまうんですよね。そういうところが出てきてしまう可能性が近い将

来あるのではないかと言われている中で、もう一方で、特例でずっと、

例えば0.5を切るところが出てきたときに、特例で0.5を切っているけど

も残していくのかどうかというところの県民への説明責任はしっかりと

果たして、なぜ残すのかというところを、特例が使えるからというだけ

で説明責任が果たせていくのかというところはあるとは思うんですね。

だからその0.5を切ってきたときの特例が当てはめられるところとの整

合性というかバランスというか、そこはやっぱりちょっと考えていかな

ければ。もう0.5を切ったら必ず合区になりますよという一方で、そう

いう形になるところがあり。そしたらいつまで特例を残していくかとい

うことになるとやっぱり県民への説明責任を果たす何かが必要だという

ふうに思います。 

 

今回、大方の意見として、特例適用をいつまで続けるのかという議論

にしても、今回、中芸をそういう形にしようということじゃなくて、次

回、可能性のある黒潮町やあるいは土佐・長岡郡がそういうふうな可能

性があるときに、そことのバランス論を考えたときに、いつまでも特例

適用で中芸だけは残すというようなことが整合性があるのかどうかとい

うこと。特例適用をするということについては、その設置についての県

議会の判断がされるということになってますけども、県議会の判断が合

理性がなかったら、それはやっぱり違法であるみたいなことも過去の裁

判例であるんじゃないかというふうに思いますので、そこを本当にそう

なったときに我々説明できるかどうかという問題が出てくると思うんで

すよね。だから、今回、中芸の選挙区をもう強制合区してしまうという

ことではなくて、次回のときには、そういうさらに特例適用でいわゆる

強制合区を回避するような選挙区があってはならないということについ

ては、今の段階で確認しておく必要はあるんじゃないかなというふうに

思いますけどね。 

 

特例、それから強制的に合区になるというところと整合性、そういっ

たようなところ。徳島の場合は４回の特例を使ってると。これまで、１

回特例使ったから、じゃあ次はというふうな議論ではなかなかなりづら

いんじゃないかなとも思うんですけど、これ今回は６月までに結論出さ

んといけないのでね。６月までに出さないと、次の県議会議員選挙に間

に合わないので。 

 

国勢調査の結果が最終出るのは何月でしたか。 

 

 

５月末までには公表するということになっています。 

 

５月末。その時点で言ってみれば0.5ができてくるのかどうかという
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のがはっきりするわけですね。万が一0.5を切ってくるということにな

ると、先ほど言ったバランスということを当然考えていかないといけな

いと思うんですね、整合性。５月の速報値で0.5を切らないということ

であれば、それはもう特例でそのままで私はいいというふうに思います

けどね。 

 

皆さんの話でそれぞれ御意見あるけれども、今回は特例適用、0.5を

切ってもやむを得ないという認識で一致してると思うんですよ。６月と

いうタイムリミットを考えたら、今回は特例適用もやむなしという流れ

でいって、じゃあその強制合区、0.5を切った場合と、特例適用をする

しないの自治体の中芸５か町村の話をどう整理するかというところにつ

いては、その整理は、やっぱり課題として、それはもう時間的に考えた

ら次の特別委員会に申し送るというのでいいんじゃないでしょうか。実

際に現実的な対応で。 

 

確かにあまりにもこう議題として重たいので、この短期間で結論が出

せるようなところではないと思いますね。今現状、速報値では0.5を切

ってるんですけど、国勢調査の結果が0.5を切るかどうかというのは分

からないというふうなところですね。0.5を切ってなければ、0.5以上で

あれば今の議論は要らないということになるので、西内委員が言われた

ような、流れでどうでしょうか。 

 

どういう内容で申し送るかですよね。前回も検討するというようなこ

とが文言として書かれてるけども、検討されないまま来たとかいうよう

なこともあるわけで、そういう意味では、じゃあどういう申し送りの仕

方をするのかというのはちょっと報告書の案をつくる際に十分に考慮し

てやっていただく必要がありはしないかなというふうに思いますけど

ね。 

 

　申し送りの文言はどうするかですね。 

 

明確に、もうほかが0.5を切ったときには特例も外すというようなこ

とをうたうのか。もしくは0.5を切ってきたときにそこはさらに深めた

議論をしましょうというところになるのか。文言をどうするのかという

のは今後委員長報告でそれを言っていくということになろうと思いま

す。 

 

そうした場合に、例えば黒潮町とか、あるいは土佐・長岡郡が強制合

区の対象に、今回の速報値ではならないけども、次回速報値でなったと

したら、そのときにまた議論すると、また先の議論にほかのところはな

ってしまうけども、土佐・長岡郡と黒潮町はもう次回の段階で強制合区

になるということですよね。だから、さっき副委員長が言われたよう

に、次回ほかの選挙区で0.5を割るような選挙区が出てきた場合には、

もう特例適用は解除するというようなことにしておかないと、また４年

後にどうするかという議論でやっさもっさしてしまうことになって、い
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弘田委員長 

 

 

 

 

 

 

 

弘田委員長 

 

 

 

 

 

 

 

わゆる当該の市町村にしても混乱するんじゃないかなと。さらには、そ

のときにほかの強制合区対象の選挙区からおかしいじゃないかとかいろ

いろ出たりすることが懸念されないかなというふうに思うので。そうい

う意味では、今回の報告書の中の申し送りの仕方というのはやっぱり相

当踏み込んだ形で申し送っておかないといけないんじゃないかなと思い

ます。 

 

分かりました。 

大体意見が出そろいましたね。 

まだありますか。 

 

共産党も同様の意見です。 

 

申し送りの文言の内容については今日決めるわけではないので、また

皆さんに考えていただかないといけないと思うんですけど、今日のとこ

ろは、最終的な結論を出すためには、国勢調査の速報値を確認して、速

報値が確認された後に最終決定すると。それから今日、委員の皆さんの

出された御意見は議事録に残していただいて、確認をみんなでして、も

う一回確認しながらやっていくということで。方向性としては、選挙区

については、今回は現選挙区を維持する方向で、それから今議論したこ

とを報告、申し送りの中でもということでよろしいでしょうか。 

 

私たちが一貫して主張してきた１人区の問題点というのを、先ほど中

山間地域の声ということもありましたけど、それは当然、中山間地域の

声は、やっぱり多様性の中で発揮されるものだと私たちは考えてますの

で、やっぱり１人区じゃなくて複数区で多様な意見を県政に反映させる

ということの重要性については、それは私たちはもう一貫してその思い

は持ってますということは改めて主張はさせておいていただきたい。 

 

分かりました。それも含めて、その分も報告書の中に、委員長報告の

中にきちんとお話を入れるというふうなことで、今までの流れからいく

と、今回は現選挙区を維持する方向であるというところで、最終決定は

速報値が公表された後にということで。 

今日のところはこれでいかがでしょうか。 

 

　　　（異議なし） 

 

それではさよう決します。 

次に、参考資料４ページの３、選挙区別議員定数についてでありま

す。逆転現象を含めました選挙区ごとの定数の協議を円滑に進めるため

に、まずは高知市選挙区の定数について御協議をいただく必要があろう

かと存じます。高知市選挙区について、人口比例の原則に基づいて定数

を配分いたしますと、現在の条例定数15人と比較して３人増ということ

になります。ただし書を適用して15人に据え置くのか、見直すのか、順

次御意見をお願いをいたします。 
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弘田委員長 

 

 

 

 

 

 

弘田委員長 

 

 

 

 

 

自民党。 

 

　基本的には現行の15人を維持すべきというふうに考えております。や

っぱり人口比例の観点からは増員の考えもありますけども、全体とし

て、我々一貫します、中山間地域を含めた多様な地域の声を県政にしっ

かり反映できる体制を担保してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 

　ありがとうございます。 

　次は共産党。 

 

全体の定数は37ということの中でのこの割り振りになってまして、本

来なら18ということなんですけども、現状のままで今回はいいのではな

いかと思います。 

 

それでは県民の会。 

 

県民の会も、総定数37の中でほかの選挙区等々のことを考えたとき

に、18に増やすということにはならないというふうに考えており、15の

現定数のままで結構ですという考え方です。 

 

　ありがとうございます。 

　次、公明党。 

 

現状維持でいいというふうに考えております。 

 

 

　ありがとうございます。 

　次、一燈立志の会。 

 

一燈立志の会も現状維持でお願いします。 

 

分かりました。 

各会派の御意見は現行どおりという御意見であったと思います。高知

市の定数は、ただし書を適用して、現行どおり定数15人に据え置くとい

うことでよろしいでしょうか。 

 

　　　（異議なし） 

 

それではさよう決します。 

次に、高知市選挙区の定数が15人と決まりましたので、人口比例に基

づく試算との差引き３名分をどの選挙区に配当するかについて、御協議

をいただきたいと思います。前回の委員会で、ただし書の適用や逆転現

象について御協議いただきましたが、前回の御意見を参考に、なお御意

見がありましたら、どうぞ。 
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１票の格差是正という公平性を確保するということで、人口比と議員

定数の逆転現象が生まれているところは見直すべきだという意見は引き

続き持ってます。できればそこはただ修正をしていただきたいと。 

 

我々は一貫して現状を維持してまいりたいというふうに考えておりま

す。やっぱり繰り返しになりますけれども、中山間地域のいろいろな声

をしっかりこう聞いていくという意味においては、単純な人口配分では

やらないということです。 

 

うちは、これまでも言ってきたように、逆転現象の解消とか、そうい

ったことを含めて見直しをされるべきだと。 

先ほどから自民党が言ってる中山間地域の多様な声をと言うけど、１

人区の選挙区の中山間地域ってほとんど無投票なんですよね。それが果

たしてどうなのかと。これまでも多分議論されてきてるんでしょうけど

も、１人区の選挙区における無投票状況というのが非常に全国的に高い

と。しかも全国の平均で４分の１の方が全国で都道府県議で無投票で上

がってるんです。ところが高知県は３分の１、それ以上、全国平均より

も高い無投票率なんですね。そういうことも含めて、そういう状況にな

っていて多様な声を本当に反映されてるかというと、そうじゃなくて、

しっかりと選挙戦が行われる、そういう環境をつくるためにもやっぱり

１人区というのは解消されるべきではないかというのは、うちの会派と

してはずっとこれまで主張してきてますので、そのことも併せて言わせ

ていただきます。 

 

この前の12月の特別委員会でもちょっと言わせていただきましたけど

も、逆転現象については、やっぱり県民の皆さんへの説明責任、ここは

しっかりと果たしていかないといけないというふうには考えます。なぜ

逆転しているのに定数が違うのという思いを持たれてる方がやっぱりい

ると思いますので、ここは検討の余地というのはあるというふうに思い

ます。 

 

逆転現象のところを見直すというか議論していくことも必要だと思

う。だけど今回のこの特例とかは、国勢調査によってまた新たに強制合

区になるところが出てくるかも分からない状況のときに、今すぐ見直し

ではなく、次回のときにはやっぱりそこをきちっと見直しをすることが

必要でないかなと、そこに向けて議論をしていく必要があるんじゃない

かなということです。 

 

ほかの会派の意見が出たと思います。 

県民への説明責任。 

 

それはもうちょっと話をさせてもらいますと、６月にはこれ決定をし

ないといけないんですよね。それを考えると、スケジュール感として、

もう一回やって、そこに委員長取りまとめ案みたいなのが出てきて、そ
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れを最終決定するのが６月という形になると思うんですよね。そう考え

るとあと２回。あと２回とかの中でどこまでの議論ができるのか。その

逆転現象に関してのやっぱり説明責任は、これはやっぱり果たさないと

いけないというふうには思うんですね。それをどういう形で。現状のま

まという形でもいいと思うんですよ。それでいたとしたときに、やはり

なぜそうなのかというのをやっぱりきっちりと委員長報告の中にうたい

込んでなければ、やっぱり県民から見て、なぜと、逆転してるのに何で

定数が違うのということはやっぱり思われると思いますので、そこはき

っちり、現状維持するにしても委員長報告に書いていくということをし

たいと思います。 

 

そう思います。やっぱり有権者から見て、人口多いのに、人口が少な

いほうが定数が多いということはどうしてなのかというのはやっぱり当

然疑問に思うし、それはそれなりの理由をきちっと県民に説明しなけれ

ばならないというふうに思います。しかも、加えて言えば、申し送りで

もそこは解消していく方向で検討するとか、何かやっておかないと、申

し送っていかなければならないんじゃないかなと考えます。 

 

　逆転現象問題はもう前回もそういう実態があって持ち越してきたわけ

ですよね。もうやっぱりここは結論は本来出すべきで、ただ、以前この

問題を議論させていただいたときに、この数字自体で見ると、宿毛・大

月・三原が２万2,293人の人口で２人で、香美市が２万4,906人で１議席

という。人口が少ないほうが２議席あるという、これがまさに逆転現象

の具体的な中身なんですけど、以前のお話では、宿毛・大月・三原は自

治体が３つあるから２人なんだというようなお話もされてたんですけ

ど、それはほかの例えば佐川・越知・日高でもお一人ですし、そういう

理屈ではちょっと説明責任にはならないなと私は思っております。なの

で、やっぱりもう今回この問題は持ち越さずに、逆転現象を解消するた

めに、香美市は２、宿毛・大月は１の元に戻すというのが、うちの委員

会としてはそういう結論を出すべきじゃないかと私は考えております。 

 

ほかに御意見ありますか。 

 

県民の会も、これまでの案で出してたように、やっぱりそこは解消し

ておく必要があるとは思ってます。 

 

前回、武石委員が言われてましたね。香美市は１でいいですと。これ

は依光委員だけでしょうか。前回そういうふうなことを武石委員が言わ

れてました。 

 

私、ただ、小さいところが0.5割ったらなくなるって聞いたときに、

香美市は、私も何人か聞きました。そしたら１人でいいんじゃないっ

て。１人の人はやっぱり２人とれるのだったらとったほうがいいという

意見もあったけれど、その小さな声が捨てられていくというか、そんな

になったらだめだから、中芸なんかはやっぱり必要と思って、香美市を
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増やさなくて、その分を中芸にあげるというか、そういうことが考えら

れたら維持したほうがいいということで言わせてもらいました。だけ

ど、さっきからも出てるように、やっぱり逆転現象、人口が香美市より

少ないのに定数は２のところあるから、やはりそこはちょっと議論しな

がら、見直しというのは必要でないかなと。もう期間がないから、次回

にはそれはきちっとするというような申し送りというか、そういうこと

は必要じゃないかなと思います。 

 

　分かりました。 

岡田委員、何かありますか。 

 

今、依光委員が最後に言われたので、そうだなと思いましたけども。

やっぱり今回でも本来なら見直していくのが本来だったと思います。こ

れを繰り返すということもよくないと思います。しかも逆転が香美市と

も逆転してるし、土佐市とも逆転してるわけよね。吾川郡もね。だか

ら、このままでずっと続けていくというのもいかがなものかなと。やっ

ぱり前回も議論があったということですので、ここは早く結論は出した

ほうがいいという考えです。 

 

前回から持ち越したことで、１人区のことも前回議論しましょうとい

うことのまとめの中には入れてはいただいていたんですけれども、この

やっぱり逆転現象の解消ぐらいはこの委員会がちゃんとやってないと、

また現状維持のままですよというときに、何をこの委員会は議論をして

きたのかという県民の皆さんからの目もあると思います。先ほど西森副

委員長がおっしゃったように、その逆転現象をきちんと説明ができるの

かと。例えば広い自治体で１人区は長岡郡も４つ自治体あって１人区な

んですよね。なので、自治体が複数に及んでいるので、２人区で置いて

いいんだという理屈を前おっしゃってましたけど、それはちょっと理屈

にならんじゃないと私は思っておりますので。 

 

それは御意見としてお伺いいたしました。 

 

これまでの、今日の議論もそうなんですけど、なかなかその逆転現象

だけをといえば、今度は逆に難しい問題があると思うんです。そういっ

た意味で、全体的に見直さないと、多分局所的に何かをだけではちょっ

と解決できないような問題だと思うんですよ。そういった意味で、申し

送りの話もありますけど、やっぱり次やるときにはもう全体的にやらな

いと、ここだけという、例えば部分というのは難しいと思うんで、そう

いう部分で次回に議論をするということで申し送っていただいたらいい

んじゃないかなと思ってます。 

 

全体的にやりだすとこれ余計にこれ大変になって、１個ずつやっぱり

問題、課題となっているところをどう解決していくかという形でやっ

て。全体的なことを言い出すと、もうこういう特別委員会の場でやるこ

とがいいのかどうかというね。それぞれが何らかの形で関わってる議員
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西内委員 

 

 

 

 

 

 

が議論するのは、なかなかこれ本当に結論が出しにくいところなんかも

あって。そう考えると、これはもう第三者機関みたいなところにお願い

をして委任をして、そこで議論をしてもらうというやり方とかであれ

ば、全体的な見直しというのはできていくんだろうというふうに思うん

ですけども。なかなかこの全体を言い出すと、次の改選があって特別委

員会ができたときに、全体をやりましょうということで……。 

 

ごめんなさい。言い方が悪かった。全体というのは、その人口割のこ

ともあるし、面積のこともあるし、そういうことを全体的に勘案しない

と、なかなかそこだけといえば難しいと思うんですよ。それ議論幾らし

ても、いろんな意味で、多分平行線になっていくと思うんですよ。だか

らそういう意味で、全体的に勘案してやりましょうというのは僕はそう

いう意味合いで僕は言ったんです。 

 

けど、まさに逆転現象というのは局所的な問題ですよ。全体的な問題

じゃないですよね。ここの地域とここの地域で逆転現象が起きてるとい

うことですから、それはやっぱり、さっき西森副委員長が言われたよう

に、一つずつ課題を解消していく議論をするしかないと思います。 

 

ほかに御意見ありますかね。 

これもまた平行線ですかね。なかなか、全体としては現行で、ただ課

題があるんで、それは申し送りなり、課題をきちんと申し送って、申し

送りの仕方でやっていくと。 

 

事務局に確認なんですけども、いわゆるその逆転現象で何回来てるの

かとかというのをもう一回ちょっと確認をお願いしたいと思います。 

 

全国の……。 

 

いやいや高知県において、前回逆転現象だったとか、その前もそうだ

ったとかというところに関して。 

 

今回の逆転現象につきましては、資料にございますように、宿毛市・

大月町・三原村につきましては、前回の見直しのときにも香美市、土佐

市と逆転現象が生じておりましたので、今回で２回目。吾川郡の選挙区

につきましては、前回は香美市との逆転現象でしたので、今回初めて土

佐市との逆転現象が起こったことになります。 

 

議論としては自分達は変わらないわけですけど、この土佐市にして

も、この間、減して、また逆転してつけてとか、取ったりつけたり取っ

たりつけたりみたいな、毎回この逆転現象の話のときにはそういう話に

なるのかということもあるんで、我々も基本的にはあまり大きく動かさ

ずに、やっぱりその地域の面積の広さとか交通事情とか生活圏の違いな

んかで、今の議員のそれぞれの定数で落ち着いているわけですから、や

っぱりその回数重ねてきているわけだから、それを安易に右移したり左
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塚地委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

西森(雅)副委

員長 

 

 

弘田委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

坂本委員 

 

弘田委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塚地委員 

 

 

 

 

移したりいうことはせずにいたいというのが基本の考えです。 

ただ、ずっとそのままでいいというわけでもないというのは事実で、

それをどういうタイミングでするかというのは、やっぱりちょっとすぐ

には結論出ない問題じゃないかなというふうに思いますね。 

 

私はやっぱり今回の結論は得るべきだと。先ほど面積のお話もされま

したけど、香美市のほうが宿毛・大月・三原より、これ見ていただいた

ら分かりますけど、広いんですよ。大栃との関係で合併もされてますか

らね。なので面積をとかいう、そんなことをまた言い始めるとあれなん

ですけど、やっぱりその逆転現象を改善、検討しようと前回も申し送っ

たことをまた申し送るというのは、ちょっと委員会の検討としてはそれ

は不備なんじゃないですかと。やっぱり今回はちゃんとそこは結論を出

すべきなんじゃないかと思います。 

 

だから、やっぱりここは説明責任が果たせるかどうかだと思うんです

よ。果たせるのであれば、今までの形でもいいんでしょうし。だから、

もう果たせるかどうかという。 

 

大体意見は出そろいましたね。 

　ここまでの議論でいくと、現行どおりがいいんだという意見と、解消

すべきであるという御意見、これはもう平行線です。公明党、西森副委

員長は、現行どおりであれば説明責任をきちんと果たすべきである。そ

れから依光委員、一燈立志の会は、今回はこのままでいいかもしれない

けど、将来どうするかということをきちんと説明すべきであるという意

見。自民党は、現行どおりいくという意見。共産党は、解消しないとい

けないという意見。 

 

県民の会も。 

 

県民の会もその意見ですね。この話はいつまでたっても一緒だと思う

んですよね。どういうふうにするかということは、これは国勢調査の速

報値が出た時点ということになるんですけど、多分ここの部分は速報値

が出ても変わらないんじゃないかなと思います。 

ただ、きちんと県民に対する説明責任を果たすようなことで委員長報

告にそれを盛り込んでいく形でいきたいというふうに思います。意見の

多さ少なさということでいえば、現行どおり、そして説明責任をきちん

と盛り込んでいくと、それから次回の申し送りで方向性を確認していく

いうふうなことじゃないかと思います。そういった感じでよろしいです

か。速報値が出た段階で最終的には。 

 

西森副委員長が言ってることが、私はやっぱり妥当だと思うんですよ

ね。説明責任。これ、なぜ逆転させているのか、それを２回も続けるの

かについて、県民の皆さんに、うちの県の特別委員会ではこういう理由

でこうしますということの理屈がやっぱり出てきてないと議論にならな

いですよね。私たちはおかしいと思ってますと。でも、賛成の方、これ
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弘田委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西森(雅)副委

員長 

 

 

 

弘田委員長 

 

田中委員 

 

西森(雅)副委

員長 

 

田中委員 

 

 

西森(雅)副委

員長 

 

 

 

 

 

までどおりでいいですよという方は、こういう理由でそのままでいいで

すという、こういう理由でというものを確認させていただかないと。私

たちが納得するのは難しいかもしれないんですけど。ただ、それ西森副

委員長もそこはこだわってらっしゃるんで、次の回まで、速報値が出る

までいくんじゃなくて、ちょっとそういうことを委員長、副委員長で話

し合っていただいて、何かこういう理由で逆転現象を今回もやりますと

いうものを検討させていただかないといけないんじゃないかと思うの

で、ちょっとそこは会の進め方として検討していただいたらどうかなと

思います。 

 

先ほど西森副委員長が言ったように、日程的にあと２回なんですよ

ね。先ほど塚地委員が、自民党側は西内委員、田中委員の理由を言って

ないというふうなこと言われたんですけど、既に結構述べておるんです

よね。例えば、面積であるとか町村であるとか、過疎であるとか、それ

は原因の１つではあると。また後で考えてもらうんですけど、そういっ

た理由も大切な部分であるので。高知市からの距離であるとか、前回も

私参加してましたので、前回のこと覚えてるんですけど、いろんな理由

があって、前回は現状で置こうかという意見になっていたと思うんです

けど。 

ですから、今回、現状のままということにして、きちんとした理由を

もう少し詳しく報告なりに入れるとそういったところでないと、なかな

かこれはまとまりがつかんのでね。 

 

そしたら、武石委員が言われたようなことを１回ちょっと整理して、

こういうところから説明責任でしょうというところを１回示してもら

う。それも時間がないわけですけれども、一度それを示してもらって、

それでどうですかというような形でいかがでしょうか。 

 

　そしたら自民党で。 

 

示すというのが委員長報告になると僕は思ってるんです。 

 

いや、だから、いやいや。 

 

 

だからそれが逆に委員長報告案でいいんじゃないですか。うちの意見

というよりも、それをうちが逆にするのもおかしい。 

 

だけど、案となったときに、本当にもういきなり全く、続けるという

ことと続けないという結論が全く逆な形になることが、その時点で軌道

修正が可能なのかどうかというところのタイミング的なものも併せてと

いうことなんですよ。だから、その案を出してくる前の段階で１回やっ

ぱり整理しといたほうが、案という段階になったときに大幅にそれを転

換できるかどうかということなんですよね。 
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 弘田委員長 

 

 

田中委員 

 

西森(雅)副委

員長 

 

 

弘田委員長 

 

 

 

西森(雅)副委

員長 

 

依光委員 

 

弘田委員長 

 

 

 

西内委員 

 

弘田委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弘田委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西内委員と田中委員がそういった今まで言ったことの整理ができます

か。 

 

意見という形ではない。 

 

そうそう。だから、こうこうこういうところから逆転は仕方ないでし

ょというものをやっぱり１回出してもらって、それでどういう案に盛り

込んでいくのかという。 

 

県民の会と共産党は今、御意見で伺いました。みんな意見として理解

できたと思う。自民党の意見が理解できてない。依光委員とね。一燈立

志の会その辺は。 

 

依光委員はあれですよね。次から変えたらどうですかという。 

 

 

きちっと見直すということ。 

 

自民党会派としての御意見。今まで言ってきたことを、こういったこ

とを言って、これが理由であるということを明確にして、というふうな

ところでよろしいですかね。できますよね。 

 

それはまた御用意させてもらいます。 

 

そしたら、ちょっと回数があと２回しかできませんので、できた段階

で、自民党としてはこんな感じだよというのをできた段階で、委員の皆

さんに資料としてお示しするという形を。 

議論が尽くされたと思います。今言ったように、自民党のこれまで言

ってきた理由、意見を明確にし、それをお渡しした上で、速報値が公表

された後に最終決定するということで。今日は議論の方向性を確認した

というふうなところでよろしいでしょうか。 

 

　　　（異議なし） 

 

それではさよう決します。 

それでは次に、２、選挙区、３、選挙区別議員定数の結論の方向性が

出そろいましたので、参考資料１ページの１、議員定数についてであり

ます。議員定数につきましては、各会派とも、現状の37人を維持、ある

いは選挙区の見直しがないのであれば現状維持という御意見でありまし

た。現行どおりということが大勢の意見でありますので、１の議員定数

については現行の37人を維持するという方向性ということで御異議あり

ませんか。 

 

　　　（異議なし） 
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３． その他  

 

 弘田委員長 それではさよう決します。

 弘田委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弘田委員長 

 

　最後にその他として次回の委員会開催日についてであります。 

次回は、国勢調査の速報値が発表された後に協議することといたした

いと考えております。参考までに３ページの資料３、スケジュール感、

表を御覧ください。具体的な日程につきましては、国勢調査の速報値が

発表されましたら、５月の末頃をめどに、正副委員長で調整の上、事務

局から連絡をさせます。 

そのほかに何か御意見ありますでしょうか。 

 

　　　（な　　し） 

 

ありませんね。 

それでは、以上で本日の議員定数問題等調査特別委員会を終わりま

す。 


